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1 はじめに

1.1 ガイドラインの対象

「司厨員が乗船しない内航船の船内供食改善ガイドライン」（以下、「本ガイド

ライン」という。）は、船舶所有者及び船舶管理会社を対象として、船内供食の改

善に取り組む上で参考となる情報をガイドラインとしてまとめたものです。

1.2 司厨員が乗船しない内航船の船内供食の改善の必要性

司厨員が乗船しない内航船における船内供食については、船舶運航上の制約があ

る中で、船員が持ち回りや各個人で食材の調達や調理を行う必要があるため、乗船

中の船員のカロリーコントロールや栄養の偏り、欠食などの食生活の乱れが健康管

理上の課題となっています。また、長期間連続して乗船する船員にとって、毎日の

食事の美味しさは、生活の満足度に大きく影響する重要な要素であり、職業として

の船員の魅力を高め、船員の定着率を向上させる上でも、健康に配慮した美味しい

食事の実現が必要です。

一方で、通常の運航業務に従事しながら、乗組員の好みを考慮しつつ、日々の献

立を考えて食材を調達・管理し、料理を作り続ける調理担当船員の負担は決して小

さくはありません。

さらに、運動量についても、乗船中は荷役作業、保守管理作業等を除き、体を動

かす機会が少なく、運動不足となることが懸念されます。特に、小型船の場合はト

レーニング器具を置く場所を確保することが難しいなど、船内生活に活発な運動習

慣を取り入れることは容易ではありません。

このため、健康に配慮した美味しい食事の提供を実現するとともに、供食作業に

従事する船員の負担を軽減する観点から、船内供食の改善を図ることが重要です。

また、食生活や運動不足に起因する生活習慣病の予防のため、船員の健康管理意識

の増進を図っていくことが必要です。

2 船内供食の改善の視点
本ガイドラインは、次の二つの視点から、船内供食の改善のために取り組むことが

推奨される取組を整理しています。

（１） 健康に配慮した美味しい食事の提供の実現

健康な食生活を送るためには、主食（ごはん、パン、麺）、副菜（野菜、きのこ、

いも、海藻料理）、主菜（肉、魚、卵、大豆料理）、牛乳・乳製品、果物をバラン

スよく摂取し、欠食をせず、体重計測により適正な摂取量を自己管理することが求



- 2 -

められます。

国土交通省が実施した司厨員が乗船しない内航船での食生活に関する調査1では、

供食作業を担当する船員が定められ、積極的に生鮮食品を提供している事例もあり

ましたが、個々の船員が自分が食べる分だけの調理を行っている場合、例えばカッ

プラーメンに一品惣菜を追加するといった工夫を行っている事例もあったものの、

全体的には、栄養バランスやカロリーバランスが取れた食事となっていないケース

も多い可能性があります。このような栄養バランスやカロリーバランスについては、

個々の船員の努力のみでは十分な改善が図られない可能性があります。

また、司厨員ではない船員が、限られた時間の中で、本人のみの努力で、美味し

い食事を作ることは容易ではなく、美味しい食事を提供しやすい環境を整えていく

ことが必要です。

（２） 船員の供食作業の負担軽減

司厨員が乗船していない内航船では、他の業務の合間の限られた時間内に調理

を行う必要があります。また、食材の買い出しについても、寄港の際の限られた時

間内に、かつ、他の業務の合間の限られた時間内に行うことが必要ですし、寄港し

た港湾毎にスーパーマーケット等への距離などの条件や手間も異なります。

国土交通省が行った調査では、供食作業を担当する船員が決められている場合

の１日の平均的な調理時間は約 80 分、個々の船員が自分が食べる分だけの調理を

行っている場合は約 30 分でした。また、1回の買出しに要する時間は、いずれの

場合も約 80 分でした。

司厨員ではない供食作業の担当船員が、通常の運航業務に従事しながら、乗組員

の健康や好みを考慮しつつ、日々の献立を考えて食材を調達・管理し、美味しい料

理を作り続けることは容易ではなく、当該船員の負担を軽減していくことが必要で

す。

また、個々の船員が自分が食べる分だけの調理を行う場合についても、同様に、

毎日の調理の負担を軽減していく必要があります。

3 推奨される取組（例）
司厨員が乗船しない内航船の船内供食を改善するため、船舶所有者等に推奨される

取組は以下のとおりであり、乗り組んでいる船員の要望や、個々の船舶の船内環境、

運航パターン、寄港地等の実態を踏まえつつ、各船舶に適した取組を選定し、着実に

改善を進めていくことが期待されます。

1 司厨員が乗船しない内航船に乗り組む船員の船内供食状況及び運動量等の把握に関する調査

を令和 2年度に実施。
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3.1 船内や寄港地の設備等の改善・充実

（１） 船内の設備等の改善・充実

① 冷蔵庫・冷凍庫の大型化

冷蔵庫内への食品の詰め込みすぎは、冷蔵能力を低下させる懸念があります。

鮮度の維持や長期保存が可能な食品の効果的な活用などのため、冷蔵庫・冷凍庫

の容量を十分に確保することが考えられます。

② 調理設備・器具の電化

船内での安全な調理の実現と火災の防止のため、調理設備・器具のさらなる電

化が考えられます。具体的には、電気コンロ、電磁調理器、電気フライヤーや電

気ポット、電子レンジ等の導入が考えられます。

③ 調理器具の充実

調理が苦手な船員でも簡単に調理ができるよう、あるいは、より美味しい料理

を作ることができるよう、船員の希望も踏まえつつ、船内で共用する調理器具の

充実を図ることが考えられます。具体的には、圧力鍋、皮むき器（ピーラー）、

みじん切り器（フードプロセッサー／フードチョッパー）、スライサー等の時短

調理器具などの導入が考えられます。

④ 船員教育の指定テキスト「船内の食事管理」の備え置きと活用

2012 年に「2006 年の海上の労働に関する

条約」の批准に伴う改正船員法が公布され、

船内で調理を行う者に対し、調理・衛生管

理・食料の貯蔵・取扱等に関する基本的な教

育が求められることになりました。船員災

害防止協会により、調理に関して方法・栄

養、食品の衛生・保存管理及び食中毒予防等

を説明したテキストが刊行されており、改

正船員法令で義務付けられた社内教育実施

の際の指定テキストとなっています。

船内で供食作業に従事する船員が随時参

照できるよう、船内に備え置くとともに、

これを踏まえ、調理・衛生管理・食料の貯

蔵・取扱等が適切になされるよう促してい

くことが望まれます。

図 1「船内の食事管理」（船員災害防止協会）
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⑤ レシピの提供

調理経験が少ない船員でも美味しく調理できるよう、また、同じメニューの繰

り返しで飽きることがないよう、例えば、初心者向けの調理の入門書や様々なレ

シピ本を船内に備え置くことなどが考えられます。

なお、全国健康保険協会のホームページの健康サポートのコーナーでは、「季

節の健康レシピ」が掲載されているほか2、神戸マリナーズ厚生会編「船内での供

食のためのレシピ集」も公表されています3。船内でインターネットが利用できる

場合は、レシピサイトを活用することも考えられます。

船員の消費カロリーの実態も踏まえつつ、適切なレシピを活用し、栄養バラン

スやカロリーバランスの改善を図ることが望まれます。

図 2 レシピ本の例

⑥ 栄養バランスの改善に役立つ食品の提供

船員が各自で調理する船舶については、栄養バランスの偏りが懸念されます。

このため、健康に配慮した食材を摂取しやすい環境を整えるため、例えば、冷凍

やフリーズドライの野菜、乾燥わかめなどを船員が無料で使える食材として船内

にストックしておくことも考えられます。(例．即席麺に野菜を添えることにより、

栄養バランスを改善。)

（２） 寄港地の設備等の改善・充実

① 寄港地への冷蔵庫・冷凍庫や宅配便の保管場所の設置

船舶の着岸場所の近くの支店・代理店等に設置場所が確保できる場合は、冷蔵

庫・冷凍庫や宅配便の保管スペースを設置し、調理済み食品宅配サービス事業者

2 全国健康保険協会「季節の健康レシピ」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat520/

3 神戸マリナーズ厚生会編「船内での供食のためのレシピ集」

https://www.wib-or.com/船食レシピ集/
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やスーパーマーケット等から配達された調理済み食品や食材を保管しておき、入

港した船舶からは単に受け取りに行けば済むようにするか、あるいは、支店・代

理店等から船舶に届けるようにすることによって、船員が買い出しに行く負担を

軽減することが考えられます。

② 寄港地への買い出し用の車両の配備

船舶の着岸場所の近くに駐車・駐輪場所が確保できる場合は、買出し用の車両

を配備することによって、船員の買い出しの際の負担を軽減することが考えられ

ます。

3.2 宅配サービス等の活用

（１） 調理済み食品の宅配サービスの活用

近年は、高齢者世帯・単身世帯の増加等を背景に、健康管理に配慮した調理済み

の冷凍・冷蔵食品を保冷状態で広域的に宅配するサービスが拡大しています。この

ようなサービスを上手に活用することによって、供食作業に従事する船員の負担の

軽減はもちろんのこと、栄養バランスやカロリーバランスの改善、味に対する満足

度の向上にも寄与することが期待されます。

他方で、宅配サービス事業者によっては、港湾内の船舶への宅配には対応してい

ない場合があるため、活用を検討する場合は、対応状況を個別に確認する必要があ

ります。また、悪天候や港内の混雑等による船舶の到着の遅延、着岸場所の変更等

の際の対応についても確認・相談しておくことが必要です。さらに、船舶の係留場

所が立入制限区域内の場合には、宅配サービス事業者の配達員の立入のための手続

が必要です。(これらの点については、下記の（２）・（３）の場合も同様です。)

（２） スーパーマーケット等の宅配サービスの活用

スーパーマーケット等の配達サービスを活用し、食材の買い出しの負担を減ら

すことが考えられます。特に、米、飲料などの重量物の買い出しの負担の軽減に有

効です。

（３） 家事代行サービスの利用

家事代行サービスを利用し、家事代行サービス業者の派遣スタッフに食材の購

入と船内への搬入、調理場所の清掃、2日分（当日と翌日）の作り置きを委託して

いる事例があり、定期的に拠点となる港湾に帰港する船舶での利用が考えられます。
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3.3船員の健康管理意識の増進

（１） 体重計・体組成計・簡易血圧計等の設置

定期的に体重や血圧等を計測することは健康管理の基本です。例え栄養バラン

スのとれた食事であっても、適正な摂取量は個人により異なるため、食べ過ぎ・飲

み過ぎとなってしまう場合があります。したがって、BMI 値による肥満度判定を参

考に自分自身で体重を管理することが求められます。BMI 値による肥満の定義は、

18.5 未満が「低体重（やせ）」、18.5 以上 25 未満が「普通体重」、25 以上が「肥

満」で、肥満はその度合いによってさらに「肥満 1」から「肥満 4」に分類されま

す4。なお、低体重（やせ）も健康管理上好ましくない場合があるので、留意する必

要があります。また、単に体重の増減で判断することなく、定期的に血圧も測定す

ることが望ましいです。

このため、体重計・体組成計や簡易血圧計を脱衣所などの共用スペースに設置す

ることが推奨されます。最近では、体重だけでなく、BMI 値、体脂肪率や筋肉量な

ど、多くの項目が測定できる体重計・体組成計が増えているほか、スマホのアプリ

と連動して測定データを記録できる機器も販売されています。

（２） 生活習慣病に配慮した食生活の改善や運動の習慣付けの啓発

船員不足の中で、近年、高年齢層の船員が乗船することも多くなっていますが、

船員は他の職業に比べ、循環器系疾患による死亡率が高い傾向が指摘されています。

既往の生活習慣病(例．高血圧)がある船員は特に、食生活や運動などの生活習慣を

具体的に改善していくことが重要です。また、内航船には様々な年齢層の船員が乗

り組みますが、若い年齢層のうちから、生活習慣病の予防について継続的な啓発を

行っていくことが期待されます。

このような啓発活動を行うための資料としては、例えば、「食事バランスガイド」

や関連教材を活用すると便利です。「食事バランスガイド」や、若者向け、中高年

向け、高齢者向けの解説書、主な料理・食品の早見表、ダイエットに役立つスマー

トカレンダー等の教材は、厚生労働省及び農林水産省のホームページで公開されて

います56。

また、船員の安全衛生の向上に取り組んでいる船員災害防止協会は、ポスターや

チラシを配布しています。同協会のホームページには、食生活の改善や運動の習慣

付けなどに役立つ情報が掲載されています。

ポスターやチラシに加え、これらのホームページをプリントアウトしたものを

4 参考文献：（一社）日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン 2016」ライフサイエンス出版

5 「食事バランスガイド」https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html

6「食事バランスガイド」教材 https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/b_sizai/kaisetusyo.html

https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html
https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/b_sizai/kaisetusyo.html
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船内の食堂等の共用スペースに掲示することなどが考えられます。

図 3 食事バランスガイド（厚生労働省・農林水産省）

図 4 「食事バランスガイド」教材例（中高年向け解説書）
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（３） 特定保健指導の積極的活用の推奨

生活習慣病予防健診（特定健診）の結果、メタボリックシンドローム(内臓脂肪

症候群)のリスクがあり、生活習慣の改善が必要として特定保健指導の対象となっ

た船員に対しては、積極的に特定保健指導を受けるように促すとともに、特定保健

指導を受ける機会を確保することが必要です。


